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資料３ 

○京田辺市生涯学習推進本部設置要綱 

平成９年４月１日 

教育委員会告示第２２号 

（設置） 

第１条 京田辺市における生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、京田辺市生涯学習推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 生涯学習の施策に係る基本方針の策定に関すること。 

（２） 生涯学習に係る総合的な企画及び調整に関すること。 

（３） その他生涯学習の推進に関すること。 

２ 前項各号に係る事項については、必要に応じて京田辺市生涯学習推進協議

会の意見を求めるものとする。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表

第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部の事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本

部長が指名した順により、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（幹事会） 

第６条 本部の所掌事項の効率的な推進を図るため、本部の下に京田辺市生涯

学習推進幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

２ 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 本部会議に付議すべき事案を調整するとともに、本部の決定した施

策の実施及び運営に関し必要なこと。 

（２） 各部局の生涯学習関連事業の連絡調整、情報の収集及び交換並びに
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資料の提出に関すること。 

（３） その他本部長の指揮する事項 

３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、それぞれ別表第２

に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 幹事長は、幹事会の事務を統括し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に

事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名した順により、その職務を代理

する。 

５ 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。 

６ 幹事会は、所掌事項を円滑に遂行するため、必要に応じて幹事会の中に小

委員会を設けることができる。 

７ 小委員会の委員は、幹事の中から選出する。 

（生涯学習推進協力員） 

第７条 本市における生涯学習を推進するため、生涯学習推進協力員（以下

「協力員」という。）を各地区から選出し、本部長が委嘱する。 

２ 協力員は、各地区の公民館等を拠点に生涯学習に係る次の活動を行う。 

（１） 市民の学習意欲を喚起する。 

（２） 個人、グループ、団体等の学習活動を支援する。 

（３） 学習に関する情報の収集及び提供並びに学習相談に応ずる。 

（４） その他生涯学習推進のための活動に協力する。 

３ 本部長は、協力員の活動を助長するため、次の事項について配慮する。 

（１） 生涯学習に関する情報を提供するとともに、相談等による協力と援

助を行う。 

（２） 協力員相互の交流及び連携の機会を設ける。 

（３） その他活動に必要な条件を整える。 

４ 協力員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（関係者の出席） 

第８条 本部及び幹事会の会議は、必要に応じて本部及び幹事会の構成員以外

の者の出席を求めて意見を聴き、又は助言を求めることができる。 

（事務局） 
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第９条 本部及び幹事会の事務を処理するため、教育委員会事務局社会教育担

当課に事務局を置く。 

２ 事務局長は、教育委員会事務局社会教育担当課長の職にある者がこれに充

たる。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関して必要な事項

は、本部長が定める。 

附 則 

この告示は、平成９年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

本部長 市長 

副本部長 副市長 教育長 公営企業管理者 理事 

本部員 京田辺市経営会議等に関する規程（平成１８年京田辺市訓令第１５

号）第２条第１項に規定する構成員のうち、本部長及び副本部長を

除く者 

別表第２（第６条関係） 

幹事長 教育部長 

副幹事長 企画調整室長 市民政策推進室長 教育総務室長 

幹事 京田辺市経営会議等に関する規程第９条第２項に規定する総務調

整会議構成員のうち、副幹事長を除く者 

 


